
法
人
）

　
継
続
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
が

前
年
よ
り
３
％
以
上
増
加
し
た
大

企
業
は
原
則
の
税
額
控
除
率
は
10

％
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

場
合
に
控
除
率
の
上
乗
せ
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
令
和

８
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
、
期
限

を
待
た
ず
に
制
度
廃
止
さ
れ
る
。

②
中
堅
企
業
向
け
（
従
業
員
２
０

０
０
人
以
下
の
法
人
）

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

９
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
図
表

１
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
令
和
９

年
３
月
31
日
を
も
っ
て
制
度
廃
止

さ
れ
る
。

け
、
中
堅
企
業
向
け
、
中
小
企
業

向
け
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
見
直
し

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
、
物
価
高
を
上
回
る
安
定
的

な
賃
上
げ
の
定
着
に
向
け
、
足
元

の
賃
上
げ
状
況
を
踏
ま
え
て
行
わ

れ
た
見
直
し
で
あ
る
。

①
大
企
業
向
け
（
資
本
金
１
億
円

超
か
つ
従
業
員
２
０
０
０
人
超
の

上
げ
促
進
税
制
と
は
、
一

定
の
要
件
を
満
た
し
た
場

合
に
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
給
与

等
の
増
加
額
に
一
定
割
合
を
乗
じ

た
金
額
を
法
人
税
（
個
人
事
業
主

は
所
得
税
）
か
ら
税
額
控
除
で
き

る
制
度
で
あ
る
。

　
賃
上
げ
促
進
税
制
は
、
法
人
の

規
模
に
応
じ
て
大
企
業
向
け
、
中

堅
企
業
向
け
、
中
小
企
業
向
け
と

区
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で

適
用
要
件
や
税
額
控
除
率
等
が
異

な
る
。中

堅
企
業
向
け
制
度
は

令
和
９
年
度
末
に
廃
止

　
今
回
の
改
正
で
は
、
大
企
業
向

③
中
小
企
業
向
け

　
教
育
訓
練
費
に
係
る
上
乗
せ
措

置
を
廃
止
す
る
（
図
表
２
）。
廃

止
時
期
に
つ
い
て
は
未
定
だ
。

　
中
小
企
業
向
け
の
制
度
は
、
原

則
と
し
て
資
本
金
１
億
円
以
下
の

法
人
が
対
象
と
な
る
。

　
た
だ
し
、
大
規
模
法
人
の
１
０

０
％
子
会
社
や
前
３
事
業
年
度
の

所
得
金
額
の
平
均
額
が
15
億
円
を

超
え
る
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
中

堅
企
業
向
け
の
制
度
が
適
用
さ
れ

て
い
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
改
正
後
は
こ
れ

ら
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
本
制
度

の
適
用
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
と

な
っ
た
。�

●

賃賃 中
小
企
業
向
け
制
度
で
は

教
育
訓
練
費
に
係
る
上
乗
せ
措
置
を
廃
止

賃
上
げ
促
進
税
制
の
改
正

法
人
税
制
の
重
要
改
正
項
目

法
人
税

−

❶
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図表１　中堅企業向け賃上げ促進税制の改正内容

改正前 改正後

通常要件

①�適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度より
３％以上増加
②�税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額×10
％

①適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度より
４％以上増加
②�税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額×10
％

上乗せ措置
Ⅰ

①適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度より
４％以上増加
②税額控除
税額控除率を15％上乗せ（25％）

①適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度より
５％以上増加
②税額控除
税額控除率を５％上乗せ（15％）

※�継続雇用者給与等支給額が６％以上増
加した場合、税額控除率を15％上乗
せ（25％）

上乗せ措置
Ⅱ

①適用要件
教育訓練費が前年度より10％以上増
加かつ教育訓練費が雇用者給与等支給
額の0.05％以上
②税額控除
税額控除率を５％上乗せ

廃止

上乗せ措置
Ⅲ

①適用要件
プラチナくるみん認定もしくはプラチナえるぼし認定を受けている場合、または
えるぼし認定（３段階目）を受けている場合
②税額控除
税額控除率を５％上乗せ

控除限度額 法人税額の20％を上限

〈用語の定義〉
＊継続雇用者給与等支給額
継続雇用者（前事業年度および適用事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用
者）に対する給与等の支給額の合計額

＊雇用者給与等支給額
すべての国内雇用者に対する給与等の支給額の合計額

＊控除対象雇用者給与等支給増加額
適用事業年度の雇用者給与等支給額から前事業年度の雇用者給与等支給額を控除した金額

（出所）筆者作成

令和８年度の税制改正大綱
ここを押さえる！ワイド
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